
凡　　例

都市再生特別地区の区域

道路境界線

建築物の高さの最高限度（高層部：165m）

建築物の高さの最高限度（中層部：60m）

壁面の位置の制限（0.5m）

壁面の位置の制限（2m）
（路面の中心からの高さが2.5m未満の部分に限る）
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第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区地区の変更　計画図
　　　　　　（神戸三宮雲井通６丁目北地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区地区の変更　計画図
　　　　　　（神戸三宮雲井通６丁目北地区）
神戸国際港都建設計画都市再生特別地区地区の変更　計画図
（神戸三宮雲井通６丁目北地区）
神戸国際港都建設計画都市再生特別地区地区の変更　計画図
（神戸三宮雲井通６丁目北地区）
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